
甲州市⽴塩⼭北⼩学校の授業時数特例校の取組

授業時数特例校制度とは

 ⽂部科学省は、⼩学校、中学校、義務教育学校、⾼等学校、中等教育学校及び特別⽀援学校におい
て、各学校⼜は当該学校が設置されている地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため、
当該学校⼜は当該地域の特⾊を⽣かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要等が認められ
る場合に、当該学校を学校教育法施⾏規則（昭和22年⽂部省令第11号）第55条の2（同令第79条、第
79条の6及び第108条第1項において読み替えて準⽤する場合を含む。）、第85条の2（同令第108条
第2項において読み替えて準⽤する場合を含む。）及び第132条の2に基づき、特別の教育課程を編成
して教育を実施することができる学校（以下「教育課程特例校」という。）に指定する。

 学校地域の実態に応じて、教科等の授業時数の配分を変えてカリキュラムマネジメント
を推進する制度です。
 塩⼭北⼩学校では、３‧４年⽣の外国語活動、５‧６年⽣の外国語を年間15時間増やし
取り組みます。
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